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担当省庁 担当部署 根拠法令など 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、考え得る代替措置や対応策等
を含む）

提案事項の具体的内容 政策課題 根拠法令

２回目

平成25年度
検討、平成26
年度結論

　栄養成分の機能の表示をして販売される栄養機能食品につい
ては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が栄
養表示基準に定められた上・下限値の範囲内にあるとともに、同
基準に定められた栄養機能表示や注意喚起表示等を表示するこ
ととされている。

特区内で生産された食品か否かに関わらず、規制改革実施計画（平成25年６
月14日閣議決定）に基づき、栄養機能を表示できる対象成分を拡大することと
している。

１回目

厚生労働省
医薬食品局
監視指導・麻
薬対策課

・健康増進法第31条１項
・栄養表示基準

A-2 平成27年3月

２回目

特区内で生産された食品か否かに関わらず、規制改革実施計画（平成25年６
月14日閣議決定）に基づき、栄養機能を表示できる対象成分を拡大することと
している。食品表示企

画課
・健康増進法第31条１項
・栄養表示基準

A-2 平成27年3月
平成25年度
検討、平成26
年度結論

栄養成分の機能の表示をして販売される栄養機能食品について
は、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が栄養
表示基準に定められた上・下限値の範囲内にあるとともに、同基
準に定められた栄養機能表示や注意喚起表示等を表示すること
とされている。

1802

特区内で生産された食品に関
し、国民の健康の保持増進に
寄与すると認められる栄養成
分に関しては、現行１７種類の
成分に限らず栄養成分および
機能性の表示を認める。

　食の安全性と付加価値を向上し、市場
ニーズにマッチした商品供給により、国際
競争力を強化し海外需要・国内需要を獲
得することが食品産業の課題である。
　特に消費者の関心が高いいわゆる健康
食品について、有用性に関する情報を消
費者に分かり易く伝えるための制度の確
立が必要である。

　健康増進法第３１条１項
　栄養表示基準

１回目

消費者庁

北海道フード・
コンプレックス
国際戦略総合
特区

食品への表示が
可能な栄養成分
および機能性の
拡大

２回目

平成26年3月
平成25年度
検討・結論

食品に特定の保健の用途を表示しようとする場合、健康増進法
第26条に基づく国の許可を受ける必要がある。特定保健用食品
の審査における審査基準については、特定保健用食品の審査等
取扱い及び指導要領及び特定保健用食品の審査申請における
添付資料作成上の留意事項に示している。

特区内で生産された食品か否かに関わらず、規制改革実施計画（平成25年６
月14日閣議決定）に基づき、特定保健用食品の許可申請手続きの合理化、迅
速化を図るため、審査基準の明確化について検討することとしている。

１回目

厚生労働省
医薬食品局
監視指導・麻
薬対策課

・健康増進法第26条
・特定保健用食品の審査等取
扱い及び指導要領
・特定保健用食品の審査申請
における添付資料作成上の
留意事項について

A-2

２回目

特区内で生産された食品か否かに関わらず、規制改革実施計画（平成25年６
月14日閣議決定）に基づき、特定保健用食品の許可申請手続きの合理化、迅
速化を図るため、審査基準の明確化について検討することとしている。

回数

担当省庁の見解担当省庁の見解記入欄

【省庁の見解における「対応」欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示　Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

総合特区名 提案事項名 整理番号

食品表示企
画課

・健康増進法第26条
・特定保健用食品の審査等取
扱い及び指導要領
・特定保健用食品の審査申請
における添付資料作成上の
留意事項について

A-2 平成26年3月
平成25年度
検討・結論

食品に特定の保健の用途を表示しようとする場合、健康増進法
第26条に基づく国の許可を受ける必要がある。特定保健用食品
の審査における審査基準については、特定保健用食品の審査等
取扱い及び指導要領及び特定保健用食品の審査申請における
添付資料作成上の留意事項に示している。

1801

指導要領の改正等により、特
区内で生産された食品に関
し、現行で認められている保
健機能以外の表示が許可さ
れるために必要な科学的根拠
の基準を明確にする。

食の安全性と付加価値を向上し、市場
ニーズにマッチした商品供給により、国際
競争力を強化し海外需要・国内需要を獲
得することが食品産業の課題である。
　特に消費者の関心が高いいわゆる健康
食品について、有用性に関する情報を消
費者に分かり易く伝えるための制度の確
立が必要である。

　健康増進法　第２６条１項
　特定保健用食品の審査等取
扱い及び指導要領
　特定保健用食品の審査申請
における添付資料作成上の留
意事項について

１回目

消費者庁

北海道フード・
コンプレックス
国際戦略総合
特区

特定保健用食品
における審査基
準の明確化
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1802

北海道フード・
コンプレックス
国際戦略総合
特区

食品への表示が
可能な栄養成分
および機能性の
拡大

総合特区名 提案事項名 整理番号

1801

北海道フード・
コンプレックス
国際戦略総合
特区

特定保健用食品
における審査基
準の明確化

対応 理由等 内閣府コメント 内閣府整理

　厚労省は、自治体が要望する「食品への表示が可能な栄養成分および機能性の拡大」について、実現に向けて27年3月までに
実施するとしており、自治体も了承したことから、協議終了。
　但し、検討状況について適宜情報提供を行い、仮に自治体の取組が実現できない恐れがあるなど、自治体が希望する場合
は、改めて協議を行うこととする。

ⅰd
　国における検討の方向性については承知した。
　規制改革実施計画に基づく検討に際しては、本提案の趣旨を踏まえて頂くようお願いするとともに、国での協議状況等について情報提供頂
きつつ、必要に応じ再度協議をお願いする。

d
　国における検討の方向性については承知した。
　規制改革実施計画に基づく検討に際しては、本提案の趣旨を踏まえて頂くようお願いするとともに、国での協議状況等について情報提供頂
きつつ、必要に応じ再度協議をお願いする。

　消費者庁は、自治体が要望する「食品への表示が可能な栄養成分および機能性の拡大」について、実現に向けて27年3月まで
に実施するとしており、自治体も了承したことから、協議終了。
　但し、検討状況について適宜情報提供を行い、仮に自治体の取組が実現できない恐れがあるなど、自治体が希望する場合
は、改めて協議を行うこととする。

ⅰ

　国における検討の方向性については承知した。
　規制改革実施計画に基づく検討に際しては、本提案の趣旨を踏まえて頂くようお願いするとともに、国での協議状況等について情報提供頂
きつつ、必要に応じ再度協議をお願いする。

　厚労省は、自治体が要望する「特定保健用食品の審査基準の明確化」について、実現に向けて26年3月までに実施するとして
おり、自治体も了承したことから、協議終了。
　但し、検討状況について適宜情報提供を行い、仮に自治体の取組が実現できない恐れがあるなど、自治体が希望する場合
は、改めて協議を行うこととする。

ⅰd

d
 　国における検討の方向性については承知した。
 　規制改革実施計画に基づく検討に際しては、本提案の趣旨を踏まえて頂くようお願いするとともに、国での協議状況等について情報提供頂
きつつ、必要に応じ再度協議をお願いする。

　消費者庁は、自治体が要望する「特定保健用食品の審査基準の明確化」について、実現に向けて26年3月までに実施するとし
ており、自治体も了承したことから、協議終了。
　但し、検討状況について適宜情報提供を行い、仮に自治体の取組が実現できない恐れがあるなど、自治体が希望する場合
は、改めて協議を行うこととする。

ⅰ

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府整理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【整理フラグ欄 内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの


